
実 施 許 可 申 請
（他機関の倫理審査委員会で一括審査を行う場合）

研究実施部局の長へ実施許可申請

中央一括審査

承 認

【実施許可に関する問い合わせ先】

・申請先が「徳島大学病院長」の場合

病院経理調達課 臨床研究支援係
TEL： 外線633-7958 / 内線9650
e-mail： brinshoshienk@tokushima-u.ac.jp

・申請先が「徳島大学大学院医歯薬研究部長」の場合

医学部総務課 総務係
TEL： 外線633-9116 / 内線9603
e-mail： isysoumu1k@tokushima-u.ac.jp

・申請先が「徳島大学先端酵素学研究所長」の場合

先端酵素学研究所事務室
TEL： 外線633-9420 / 内線9420
e-mail： kousojimc@tokushima-u.ac.jp

部局長へ提出

研究代表機関
（徳島大学以外の研究機関）

研究責任者
（徳島大学の研究者）

研究実施部局の長
（各部局担当事務）

②

④

実施許可通知書 発行

研究代表機関へ一括審査を依頼すると同時に

徳島大学利益相反審査委員会へ必要書類を提出

【注意】
本学利益相反審査で承認を得なければ、実施許可を得ることはできません。

【問い合わせ先・提出先】
医学部総務課総務係 （ 内線：2104 / E-MAIL：isysoumu1k@tokushima-u.ac.jp)

①’

一括審査対象機関へ
審査結果報告、資料提供

・審査結果通知書
・承認済審査資料（計画書等）

代表機関へ一括審査依頼
※提出書類については、研究代表機関に確認。

①

申請受付

※部局担当事務にて申請内容確認

⑤
【必須】

徳島大学様式
（ToCMSを通じて実施許可部
局へ自動提出。研究者から
の直接提出は不要）

実施許可申請書

研究代表機関様式
（倫理委員会で承認された書
類）

研究代表機関の倫理審査結果通知書

研究代表機関の研究計画書

研究代表機関の同意説明文書・同意撤回
書／情報公開文書

徳島大学用の同意説明文書・同意撤回書
／情報公開文書（※）

【必要に応じて提出】

研究代表機関様式その他、研究代表機関より提出するよう指
示された資料

実施許可後、研究開始

⑥

許 可

⑦⑧

※ 計画書に、同意説明文書、同意書、情報公開文書を使用する記載がある研究については、それぞれ本学用の文書を作成し、提出。
基本的には、研究代表機関が作成し、承認された文書のうち、下記の箇所を修正することで本学用の文書として対応可能。

①「問い合わせ先」等、各機関情報とする箇所を徳島大学の情報に修正する。
②同意書の宛先を、本学の実施許可申請先部局長名に修正する。

なお、情報公開文書を掲示する必要がある研究について、研究責任者は徳島大学用の情報公開文書を対象診療科や各部局または研究者のホームページ、掲示板等に掲載しなければならない。

③


